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書記                         田 渕 明 美 

                           森 髙 健二郎 

 

 

 

 



 - 2 - 

（議事日程） 

日程第１  議案第８号  目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価の実施方針の一部改正

について 

日程第２  議案第９号  第七中学校・第九中学校の統合新校整備方針の策

定について 

日程第３  議案第１０号 第八中学校・第十一中学校の統合新校整備方針の

策定について 

日程第４  議案第１１号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則 

日程第５  議案第１２号 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

日程第６  議案第１３号 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部

を改正する規則 

日程第７  議案第１４号 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する

規則の一部を改正する規則 

日程第８  議案第１５号 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第９  議案第１６号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第１０ 議案第１７号 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改

正する規則 

日程第１１ 議案第１８号 教職調整額に関する規則の一部を改正する規則 

日程第１２ 報告事項   区立学校におけるいじめの発生について 
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（午前９時００分開会） 

 

○教育長   令和５年第９回目黒区教育委員会定例会を開会します。本日の

欠席委員、欠席職員はいません。署名委員は松村委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  議案第８号 目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価の実施方針の一部改正について） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第８号は原案どおり可決します。 

       次に日程第２及び日程第３は、統合新校整備方針の策定に関連

する議案のため、一括して議題とします。 

       質疑と採決は個別に行います。 

       

（日程第２  議案第９号 第七中学校・第九中学校の統合新校整備方針の策

定について） 

（日程第３  議案第１０号 第八中学校・第十一中学校の統合新校整備方針

の策定について） 

 

○学校統合推進課長 （資料により説明） 

○教育長   議案第９号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第９号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１０号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 
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       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

       

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１０号は原案どおり可決します。 

       次に、日程第４から日程第１１までは、定年引上げ等に伴う関

係規則の改正に関する議案のため、一括して議題とします。 

       質疑と採決は個別に行います。 

 

（日程第４  議案第１１号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則） 

（日程第５  議案第１２号 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の

一部を改正する規則） 

（日程第６  議案第１３号 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一

部を改正する規則） 

（日程第７  議案第１４号 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関す

る規則の一部を改正する規則） 

（日程第８  議案第１５号 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部

を改正する規則） 

（日程第９  議案第１６号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部

を改正する規則） 

（日程第１０ 議案第１７号 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を

改正する規則） 

（日程第１１ 議案第１８号 教職調整額に関する規則の一部を改正する規

則） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長   議案第１１号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１１号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１２号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 
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       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１２号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１３号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１３号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１４号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１４号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１５号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１５号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１６号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１６号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１７号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 
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（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１７号は原案どおり可決します。 

       次に、議案第１８号についてご質問等はありますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１８号は原案どおり可決します。 

 

○教育長   次に日程第１２を議題とします。 

       こちらは個人情報に関する案件ですので、目黒区教育委員会会

議規則第１１条第１項ただし書きの規定に基づき、会議を非公開

にすることについて発議します。それでは、同条第２項の規定に

基づき、討論を行うことなしに、直ちに可否を諮ります。 

       非公開とすることに賛成の委員の挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

〇教育長   それでは、日程第１２については、非公開により審議すること

とします。 

 

（午前９時３２分から午前１０時５分まで 非公開会議） 

 

〇教育長   ここから会議を公開します。 

 

〇教育長   その他なにかありますか。 

       特にないようですので、以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時７分閉会） 

 

 

 


